
令和元年版 交通小六法
改正速報

大成出版社

「道路交通法の一部を改正する法律」（令和元年
法律第二十号）の公布に伴い、改正された道路交通
法（改正に係る部分）を登載しました。
また、「道路交通法施行規則等の一部を改正する

内閣府令」（令和元年内閣府令第五号）の公布に伴
い、改正された道路交通法施行規則（改正に係る部
分）等も併せて登載しました。
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〇
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
五
日

法

律

第

百

五

号

）

改
正

令
和
元
年
六
月
五
日
法
律
第
二
〇
号

第
一
条
関
係

注

道
路
交
通
法
は
、
令
和
元
年
法
律
第
二
〇
号
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
以
下
の
条
文

は
公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
。
（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

〔
略
〕

二

歩
道

歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
縁
石
線
又
は
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

工
作
物
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
道
路
の
部
分
を
い
う
。

三

車
道

車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
縁
石
線
若
し
く
は
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
工
作
物
又
は
道
路
標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
道
路
の
部
分
を
い
う
。

三
の
二

〔
略
〕

三
の
三

自
転
車
道

自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
縁
石
線
又
は
柵
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
工
作
物
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
車
道
の
部
分
を
い
う
。

三
の
四
〜
八

〔
略
〕

九

自
動
車

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車

で
あ
つ
て
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
並
び
に
歩

行
補
助
車
、
小
児
用
の
車
そ
の
他
の
小
型
の
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
歩
行

補
助
車
等
」
と
い
う
。）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十

原
動
機
付
自
転
車

内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出

力
を
有
す
る
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車

で
あ
つ
て
、
軽
車
両
、
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
を

い
う
。

十
一

軽
車
両

次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
及
び
歩
行
補

助
車
等
以
外
の
も
の
を
い
う
。

け
ん

イ

自
転
車
、
荷
車
そ
の
他
人
若
し
く
は
動
物
の
力
に
よ
り
、
又
は
他
の
車
両
に
牽

引
さ
れ
、
か
つ
、
レ
ー
ル
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
（
そ
り
及
び
牛
馬
を
含
む
。）

ロ

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ

て
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
を
勘
案
し
て
イ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の

十
一
の
二

自
転
車

ペ
ダ
ル
又
は
ハ
ン
ド
・
ク
ラ
ン
ク
を
用
い
、
か
つ
、
人
の
力
に
よ
り

運
転
す
る
二
輪
以
上
の
車
（
レ
ー
ル
に
よ
り
運
転
す
る
車
を
除
く
。）
で
あ
つ
て
、
身

体
障
害
者
用
の
車
椅
子
及
び
歩
行
補
助
車
等
以
外
の
も
の
（
人
の
力
を
補
う
た
め
原

動
機
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
含

む
。）
を
い
う
。

十
一
の
三

身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子

身
体
の
障
害
に
よ
り
歩
行
が
困
難
な
者
の
移

動
の
用
に
供
す
る
た
め
の
車
椅
子
（
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内
閣
府
令

で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。

十
二
〜
二
十
三

〔
略
〕

２

〔
略
〕

３

こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
歩
行
者
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
用
の
車
椅
子
又
は
歩
行
補
助
車
等
を
通
行
さ
せ
て
い
る
者

二

〔
略
〕

（
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
等
）

第
五
十
七
条

〔
略
〕

２

〔
略
〕

３

貨
物
が
分
割
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
積
載
重
量
等
の
制

限
又
は
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
定
め
る
積
載
重
量
等
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
お
い
て
、
出
発
地
警
察
署
長
が
当
該
車
両
の
構
造
又
は
道
路
若
し
く
は
交

通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
積
載
重
量
等
を
限
つ
て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
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車
両
の
運
転
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
許
可
に
係
る
積
載
重
量
等

の
範
囲
内
で
当
該
制
限
を
超
え
る
積
載
を
し
て
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
〔
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
十
万
円

以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
〔
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の

罰
金
〕、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
一
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
二
十
三
条
〔
罰
金

刑
又
は
科
料
刑
〕

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
〔
二
万
円
以
下
の
罰

金
又
は
科
料
〕、
第
百
二
十
三
条
〔
罰
金
刑
又
は
科
料
刑
〕）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
一
条

車
両
等
の
運
転
者
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五
の
四

〔
略
〕

五
の
五

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い

う
。）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
等
が
停
止
し
て
い
る
と
き
を
除

き
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置
（
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
手
で
保
持
し
な
け
れ
ば
送
信
及
び
受
信
の
い
ず
れ
を
も
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
に
限
る
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て
「
無
線
通
話
装

置
」
と
い
う
。）
を
通
話
（
傷
病
者
の
救
護
又
は
公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
当
該
自

動
車
等
の
走
行
中
に
緊
急
や
む
を
得
ず
に
行
う
も
の
を
除
く
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該
自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち

込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
十
六
号
若
し
く
は

第
十
七
号
又
は
第
四
十
四
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
装
置
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第

百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視
し
な

い
こ
と
。

六

〔
略
〕

（
罰
則

第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の
四
及
び
第
六
号

に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
九
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕

第
二
号
、
第
二
号
の
三

及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
二
〔
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円

以
下
の
罰
金
〕

第
五
号
の
五
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
の
二
〔
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
〔
六
月
以
下
の
懲
役
又

は
十
万
円
以
下
の
罰
金
〕
）

（
免
許
証
の
有
効
期
間
）

第
九
十
二
条
の
二

第
一
種
免
許
及
び
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
（
第
百
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
有
効

期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

年
齢
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

免
許
証
の
交
付
又
は
更

新
を
受
け
た
者
の
区
分

更
新
日
等
に
お

け
る
年
齢

有
効
期
間
の
末
日

〔
略
〕

備
考一

こ
の
表
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

１

更
新
日
等

第
百
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ

て
は
当
該
更
新
さ
れ
た
日
、
第
百
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ

た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
適
性
検
査
を
受
け
た
日
、

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百

一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

者
（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次

の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る
。）
に
対
し
て
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
及
び
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
り
、
同
日
前
の
直
近
に
お
い
て
し
た
第

八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て

第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
を
除
く
。）
に
対
し
て
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
交
付
さ
れ

た
免
許
証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生
日
（
当
該
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三



適
性
試
験
を
受
け
た
日
が
そ
の
者
の
誕
生
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

適
性
試
験
を
受
け
た
日
）
の
前
日
、
そ
の
他
の
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
免
許

証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日

２

優
良
運
転
者

更
新
日
等
（
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な

い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に

あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合

に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
者
に

限
る
。）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ

て
は
当
該
効
力
を
失
つ
た
免
許
に
係
る
免
許
証
の
有
効
期
間
の
末
日
、
第
百
三

条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
受
け
た
者
（
当

該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
り
、
同

日
前
の
直
近
に
お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し

く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の

五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し

た
者
を
除
く
。）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証

に
あ
つ
て
は
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
。
４
に
お
い
て
同
じ
。）
ま
で
に
継
続
し

て
免
許
（
仮
免
許
を
除
く
。
４
に
お
い
て
同
じ
。）
を
受
け
て
い
る
期
間
が
五

年
以
上
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
こ
の
法
律
及
び
こ

の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
並
び

に
重
大
違
反
唆
し
等
及
び
道
路
外
致
死
傷
に
係
る
法
律
の
規
定
の
遵
守
の
状
況

が
優
良
な
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

３
〜
５

〔
略
〕

二

更
新
日
等
が
そ
の
者
の
誕
生
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
表
中
「
更
新
日
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
更
新
日
等
の
前
日
」
と
す
る
。

三

更
新
日
等
が
有
効
期
間
の
末
日
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生
日
の
翌
日
か
ら
当
該

有
効
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
表
中
「
更
新
日
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
更
新
日
等
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生

日
の
前
日
」
と
す
る
。

四

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百

一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者

（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
）
を
経
過
す
る
前
に
次
の
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。）
に
対
す
る
こ
の

表
の
備
考
一
の
２
及
び
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
免
許

を
受
け
て
い
た
期
間
及
び
当
該
次
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
は
、
継
続
し
て
い

た
も
の
と
み
な
す
。

五
・
六

〔
略
〕

２
〜
４

〔
略
〕

（
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
届
出
等
）

第
九
十
四
条
〔
略
〕

２

免
許
を
受
け
た
者
は
、
免
許
証
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し

た
と
き
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
毀
損
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
と
き
、
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
（
仮
免
許
に
係

る
免
許
証
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
又
は
そ
の
者
が
現
に
自
動
車
の
運
転
に
関
す

る
教
習
を
受
け
て
い
る
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
自
動
車
教
習
所

の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

〔
略
〕

（
罰
則

〔
略
〕
）

（
運
転
免
許
試
験
の
免
除
）

第
九
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
運
転
免
許
試
験
を
免
除
す
る
。

一
・
二

〔
略
〕

改
正
道
路
交
通
法
（
第
一
条
関
係
）
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三

第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者
（
政
令
で
定

め
る
者
を
除
く
。）
で
、
そ
の
者
の
免
許
が
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を

失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得

な
い
理
由
の
た
め
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に

限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
百

八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
「
特
定
失
効
者
」
と
い
う
。）

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
検
査
及
び
講
習
を
内
閣

府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
た
も
の

そ
の
者
が
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
運

転
免
許
試
験
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。）

イ
〜
ハ

〔
略
〕

四

大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
又
は
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ

と
が
で
き
る
免
許
に
つ
い
て
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け

な
か
つ
た
者
（
前
号
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。）
で
、
そ
の
者
の
免
許
が
第
百
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
一
年
を
経

過
し
な
い
も
の

そ
の
者
が
受
け
て
い
た
免
許
の
区
分
に
応
じ
大
型
仮
免
許
、
中
型
仮

免
許
、
準
中
型
仮
免
許
又
は
普
通
仮
免
許
の
い
ず
れ
か
に
係
る
前
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
運
転
免
許
試
験

五

〔
略
〕

２
・
３

〔
略
〕

（
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
）

第
百
三
条
の
二

免
許
を
受
け
た
者
が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
所
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
十
日
を
経
過
す
る
日
を
終
期
と
す
る
免
許
の
効
力
の
停
止
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
仮
停
止
」
と
い
う
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

〔
略
〕

二

第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
、

第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
の
二
又
は
第
百
十
八
条
第
一

項
第
七
号
の
違
反
行
為
を
し
、
よ
つ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
、
又
は

傷
つ
け
た
と
き
。

三

〔
略
〕

２
〜
５

〔
略
〕

６

仮
停
止
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
停
止
通
知
書
及
び
免
許
証
の
送
付
を
受
け
た

公
安
委
員
会
が
当
該
仮
停
止
の
期
間
内
に
当
該
事
案
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

７

〔
略
〕

（
罰
則

〔
略
〕
）

（
申
請
に
よ
る
取
消
し
）

第
百
四
条
の
四

〔
略
〕

２
〜
４

〔
略
〕

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を

受
け
た
者
を
除
く
。）
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
対
し
、
当
該

取
消
し
を
受
け
た
日
前
五
年
間
の
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
経
歴
に
つ
い
て
、
第
九
十

二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
規
定
す
る
優
良
運
転
者
、
一
般
運
転
者
又
は
違
反
運

転
者
等
の
区
分
に
準
じ
た
区
分
に
よ
り
表
示
す
る
書
面
（
次
項
及
び
第
百
六
条
に
お
い
て

「
運
転
経
歴
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

〔
略
〕

（
免
許
の
失
効
）

第
百
五
条

〔
略
〕

２

前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
免
許
証
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許

を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
免
許
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
い
て
第
九

十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
基
準
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
者
」
と
、
「
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
免
許
証
に
係
る
免

許
が
失
効
し
た
日
」
と
、
「
次
項
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
条
」
と
、
同
条
第
七
項

中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
項
」
と
、
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消

し
」
と
あ
る
の
は
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改
正
道
路
交
通
法
（
第
一
条
関
係
）
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（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
百
六
条

公
安
委
員
会
は
、
第
九
十
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
百
四
条
の
四
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
免
許
を
与
え
、
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
、
若
し
く
は

こ
れ
を
変
更
し
、
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
を
し
、
第
百
一
条
第
六
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
更
新
を
し
、
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

し
、
第
百
四
条
の
四
第
六
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規

定
に
よ
り
運
転
経
歴
証
明
書
を
交
付
し
、
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
、
第

五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、
第
九
十
七
条
の
三
第
三

項
、
第
百
三
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
七
項
、
第
八
項
若
し
く
は
第
十
項
、

第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
若
し
く
は

第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
第
九
十
条
第
八
項
、
第

百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
百
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

し
た
と
き
、
警
察
署
長
が
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
、

又
は
自
動
車
等
の
運
転
者
が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
（
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。）
、
重
大
違
反
唆
し
等
若
し
く
は
道
路
外
致
死
傷
（
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
を
し
た
と
き
、
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
と
き
、
第

百
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
試
験
を
受
け
た
と
き
、
若
し
く
は
第
百
八
条
の
二

第
一
項
第
二
号
、
第
十
号
若
し
く
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
講
習
を
受
け
た
と
き
、
そ
の

他
自
動
車
等
の
運
転
者
に
つ
い
て
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
が

生
じ
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
免
許
に
関
す
る
事
務
の
適
正

を
図
る
た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
等
に
関
す
る
手
数
料
）

第
百
十
二
条

都
道
府
県
は
、
第
六
章
（
第
百
四
条
の
四
第
六
項
（
第
百
五
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
を
除
く
。）
及
び
第
六
章
の
二
の
規
定
に
よ
り
公
安
委

員
会
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
政
令
で
定
め
る

区
分
に
応
じ
て
、
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
に
人

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
標
準
と
す
る
額
を
加
え
た
額
を
徴

収
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
条
例
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十
三

〔
略
〕

２

〔
略
〕

第
百
十
七
条
の
四

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

〔
略
〕

一
の
二

第
七
十
一
条
（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
し
、
よ
つ

て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者

二

〔
略
〕

第
百
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
三

〔
略
〕

三
の
二

第
七
十
一
条
（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
無

線
通
話
装
置
を
通
話
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車

に
持
ち
込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を

注
視
し
た
者
（
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
の
二
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

四
〜
八

〔
略
〕

２

過
失
に
よ
り
前
項
第
一
号
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
禁
錮
又
は
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
二

〔
略
〕

二
の
二

第
十
七
条
（
通
行
区
分
）
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
項
、
第

十
八
条
（
左
側
寄
り
通
行
等
）
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
二
（
横
断
等
の
禁
止
）
第

一
項
、
第
二
十
八
条
（
追
越
し
の
方
法
）
、
第
二
十
九
条
（
追
越
し
を
禁
止
す
る
場

合
）
、
第
三
十
一
条
（
停
車
中
の
路
面
電
車
が
あ
る
場
合
の
停
止
又
は
徐
行
）
、
第

改
正
道
路
交
通
法
（
第
一
条
関
係
）
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三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
、
第
三
十
七
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
、
第

三
十
八
条
の
二
（
横
断
歩
道
の
な
い
交
差
点
に
お
け
る
歩
行
者
の
優
先
）
又
は
第
七
十

五
条
の
五
（
横
断
等
の
禁
止
）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

三
〜
九
の
二

〔
略
〕

〔
旧
九
号
の
三
を
削
る
〕

十
〜
十
五

〔
略
〕

２

〔
略
〕

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

一
〜
十

〔
略
〕

十
一

第
五
十
七
条
（
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
等
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

（
第
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。）

〔
旧
十
一
号
を
削
る
〕

十
一
の
二
〜
十
七

〔
略
〕

２

過
失
に
よ
り
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
又
は
第
十
四

号
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若
し
く
は

第
五
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第

二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の

二
、
第
五
号
、
第
七
号
の
二
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
の
四
、
第
十
三
号

若
し
く
は
第
十
四
号
、
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項

第
五
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第

十
一
号
の
三
若
し
く
は
第
十
三
号
又
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
若
し

く
は
第
九
号
の
二
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
又
は
科
料
刑
を
科
す
る
。

別
表
第
二
（
第
百
二
十
五
条
、
第
百
三
十
条
の
二
関
係
）

反
則
行
為
の
区
分

反
則
行
為
に
係
る
車

両
等
の
種
類

反
則
金
の
限
度
額

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
罪
に

当
た
る
行
為

大
型
自
動
車
等

五
万
円

普
通
自
動
車
等

四
万
円

小
型
特
殊
自
動
車
等

三
万
円

第
百
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
か
ら
第

二
号
の
二
ま
で
、
第
三
号
の
二
、
第
五

号
、
第
九
号
、
第
九
号
の
二
、
第
十
二
号

の
三
若
し
く
は
第
十
五
号
又
は
第
二
項
の

罪
に
当
た
る
行
為

大
型
自
動
車
等

二
万
円

普
通
自
動
車
等

一
万
五
千
円

小
型
特
殊
自
動
車
等

一
万
円

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八

号
ま
で
、
第
九
号
（
第
七
十
一
条
第
一

号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号

の
三
、
第
五
号
の
四
若
し
く
は
第
六
号
又

は
第
七
十
一
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限

る
。）
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二

号
、
第
十
二
号
の
二
若
し
く
は
第
十
四
号

又
は
第
二
項
の
罪
に
当
た
る
行
為

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

備
考

〔
略
〕

改
正
道
路
交
通
法
（
第
一
条
関
係
）
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〇
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
五
日

法

律

第

百

五

号

）

改
正

令
和

元
年

五
月
二
四
日
法
律
第

一
四
号

令
和

元
年

六
月

五
日
法
律
第

二
〇
号

第
二
条
関
係

注

道
路
交
通
法
は
、
令
和
元
年
法
律
第
二
〇
号
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
以
下
の
条
文

は
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
一
四
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
。
（
改
正
に
係
る
部
分
を
収
録
）

な
お
、
法
第
七
一
条
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
法
律
第
一
四
号
の
改
正
後
の
条

文
を
掲
載
し
た
。

目
次第

一
章
・
第
二
章

〔
略
〕

第
三
章

車
両
及
び
路
面
電
車
の
交
通
方
法

第
一
節
〜
第
十
一
節

〔
略
〕

第
十
二
節

整
備
不
良
車
両
の
運
転
の
禁
止
等
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
三
条
の
二

の
二
）

第
十
三
節

〔
略
〕

第
四
章
〜
第
九
章

〔
略
〕

附
則

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
十
三

〔
略
〕

十
三
の
二

自
動
運
行
装
置

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
自
動
運
行
装
置
を
い
う
。

十
四
〜
十
六

〔
略
〕

十
七

運
転

道
路
に
お
い
て
、
車
両
又
は
路
面
電
車
（
以
下
「
車
両
等
」
と
い
う
。）

を
そ
の
本
来
の
用
い
方
に
従
つ
て
用
い
る
こ
と
（
自
動
運
行
装
置
を
使
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
を
い
う
。

十
八
〜
二
十
三

〔
略
〕

２
・
３

〔
略
〕

（
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
）

第
五
十
一
条

〔
略
〕

２
〜
２０

〔
略
〕

２１

警
察
署
長
は
、
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
（
道
路
運
送
車
両
法
に
よ
る
登
録
を

受
け
た
自
動
車
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
売
却
、
第
十
三
項
の
規
定
に

よ
る
車
両
の
廃
棄
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
所
有
権
の
都
道
府
県
へ
の
帰
属
が
あ
つ

た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
車
両
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
処
分
等
に

係
る
同
法
に
よ
る
登
録
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
同
法
第
百
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２２

〔
略
〕

（
罰
則

〔
略
〕
）

（
整
備
不
良
車
両
の
運
転
の
禁
止
）

第
六
十
二
条

車
両
等
の
使
用
者
そ
の
他
車
両
等
の
装
置
の
整
備
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

者
又
は
運
転
者
は
、
そ
の
装
置
が
道
路
運
送
車
両
法
第
三
章
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
（
同
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
自
衛
隊
の
使
用
す
る
自
動
車
に
つ
い
て

は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
防
衛
大
臣
の
定
め
。
以
下
同
じ
。）
又
は
軌
道
法
第
十
四
条
若
し
く
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
た
め
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
又

は
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
車
両
等
（
次
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
の

四
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
整
備
不
良
車
両
」
と
い
う
。）
を
運
転
さ
せ
、
又
は

運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

〔
略
〕
）

（
車
両
の
検
査
等
）

改
正
道
路
交
通
法
（
第
二
条
関
係
）
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第
六
十
三
条

警
察
官
は
、
整
備
不
良
車
両
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
車
両
（
軽
車
両

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
運
転
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
車
両
を
停

止
さ
せ
、
並
び
に
当
該
車
両
の
運
転
者
に
対
し
、
自
動
車
検
査
証
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

書
類
及
び
作
動
状
態
記
録
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

作
動
状
態
の
確
認
に
必
要
な
情
報
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。
第
六
十
三
条
の
二

の
二
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
記
録
の
提
示
を
求
め
、
並
び
に
当
該
車
両
の

装
置
に
つ
い
て
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
は
、
当
該
記

録
を
人
の
視
覚
又
は
聴
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め
の
措
置
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
を
製
作
し
、
又
は
輸
入
し
た
者
そ
の
他
の
関

係
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

〔
略
〕

４

警
察
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
当
該
故
障
車
両
の
運
転

者
に
対
し
、
当
該
故
障
車
両
に
つ
い
て
整
備
を
要
す
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付

し
、
か
つ
、
当
該
故
障
車
両
の
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
標
章
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
・
６

〔
略
〕

７

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
貼
り
付
け
ら
れ
た
標
章
は
、
何
人
も
、
こ
れ
を
破
損
し
、
又

は
汚
損
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
故
障
車
両
の
必
要
な
整
備
が
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
最
寄
り
の
警
察
署
の
警
察

署
長
又
は
車
両
の
整
備
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
の
確
認
を
受
け
た

後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
取
り
除
い
て
は
な
ら
な
い
。

８

〔
略
〕

（
罰
則

第
一
項
前
段
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
〔
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五

万
円
以
下
の
罰
金
〕

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
七
号
〔
三
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕

第
七
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
九
号
〔
二
万
円

以
下
の
罰
金
又
は
科
料
〕
）

（
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
る
記
録
等
）

第
六
十
三
条
の
二
の
二

自
動
車
の
使
用
者
そ
の
他
自
動
車
の
装
置
の
整
備
に
つ
い
て
責
任

を
有
す
る
者
又
は
運
転
者
は
、
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
で
、
作
動
状
態

記
録
装
置
に
よ
り
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
作
動
状
態
の
確

認
に
必
要
な
情
報
を
正
確
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
運
転
さ
せ
、
又
は
運
転

し
て
は
な
ら
な
い
。

２

自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
使
用
者
は
、
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
り

記
録
さ
れ
た
記
録
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
罰
則

第
百
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
二
〔
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰

金
〕
、
第
百
二
十
三
条
〔
罰
金
刑
又
は
科
料
刑
〕
）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
一
条

車
両
等
の
運
転
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五
の
四

〔
略
〕

五
の
五

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い

う
。）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
等
が
停
止
し
て
い
る
と
き
を
除

き
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置
（
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
手
で
保
持
し
な
け
れ
ば
送
信
及
び
受
信
の
い
ず
れ
を
も
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
に
限
る
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て
「
無
線
通
話
装

置
」
と
い
う
。）
を
通
話
（
傷
病
者
の
救
護
又
は
公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
当
該
自

動
車
等
の
走
行
中
に
緊
急
や
む
を
得
ず
に
行
う
も
の
を
除
く
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。）
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該
自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち
込

ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
若
し

く
は
第
十
七
号
又
は
第
四
十
四
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
装
置
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注

視
し
な
い
こ
と
。

六

〔
略
〕

（
罰
則

〔
略
〕
）

（
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
運
転
者
の
遵
守
事
項
等
）

第
七
十
一
条
の
四
の
二

自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
運
転
者
は
、
当
該
自

動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

条
件
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

改
正
道
路
交
通
法
（
第
二
条
関
係
）

九



自
動
運
行
装
置
を
使
用
し
て
当
該
自
動
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
運
転
者
が
当
該
自
動
運
行
装
置
を
使
用
し

て
当
該
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

当
該
自
動
車
が
整
備
不
良
車
両
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

当
該
自
動
運
行
装
置
に
係
る
使
用
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
運
転
者
が
、
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
直

ち
に
、
そ
の
こ
と
を
認
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
自
動
運
行
装
置
以
外
の
当
該
自
動

車
の
装
置
を
確
実
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
三
〔
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五

万
円
以
下
の
罰
金
〕
、
同
条
第
二
項
〔
十
万
円
以
下
の
罰
金
〕
）

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
五

〔
略
〕

六

第
六
十
三
条
（
車
両
の
検
査
等
）
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
に

従
わ
ず
、
提
示
の
要
求
を
拒
み
、
又
は
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者

七

〔
略
〕

七
の
二

第
六
十
三
条
の
二
の
二
（
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
る
記
録
等
）
の
規
定
に
違

反
し
た
者

八
〜
九
の
二

〔
略
〕

九
の
三

第
七
十
一
条
の
四
の
二
（
自
動
運
行
装
置
を
備
え
て
い
る
自
動
車
の
運
転
者
の

遵
守
事
項
等
）
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

十
〜
十
五

〔
略
〕

２

過
失
に
よ
り
前
項
第
一
号
の
二
、
第
二
号
（
第
四
十
三
条
後
段
に
係
る
部
分
を
除

く
。）
、
第
五
号
、
第
九
号
、
第
九
号
の
三
又
は
第
十
二
号
の
三
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
若
し
く
は

第
五
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第

二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の

二
、
第
五
号
、
第
七
号
の
二
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
の
四
、
第
十
三
号

若
し
く
は
第
十
四
号
、
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項

第
五
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第

十
一
号
の
三
若
し
く
は
第
十
三
号
又
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
若
し

く
は
第
九
号
の
二
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
又
は
科
料
刑
を
科
す
る
。

別
表
第
二
（
第
百
二
十
五
条
、
第
百
三
十
条
の
二
関
係
）

反
則
行
為
の
区
分

反
則
行
為
に
係
る
車

両
等
の
種
類

反
則
金
の
限
度
額

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

第
百
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
か
ら
第

二
号
の
二
ま
で
、
第
三
号
の
二
、
第
五

号
、
第
七
号
の
二
、
第
九
号
か
ら
第
九
号

の
三
ま
で
、
第
十
二
号
の
三
若
し
く
は
第

十
五
号
又
は
第
二
項
の
罪
に
当
た
る
行
為

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

〔
略
〕

備
考

〔
略
〕

改
正
道
路
交
通
法
（
第
二
条
関
係
）

一
〇



附

則
〔
令
和
元
年
五
月
二
四
日
法
律
第
一
四
号
抄
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

附

則
〔
令
和
元
年
六
月
五
日
法
律
第
二
〇
号
〕

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で

の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日

（
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
免
許
を
受
け
た
者

（
国
際
運
転
免
許
証
又
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
を
含
む
。）
に
対
す
る
警

察
署
長
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
（
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を
含
む
。）
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
新
法
」
と
い
う
。）
第
百
三
条
の
二
第
一
項
（
新
法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
道
路
交
通
法
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
し
た
公
安

委
員
会
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
反
則
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
反
則
行

為
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
及
び
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し

必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

（
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
の
使
用
の

制
限
及
び
禁
止
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型

自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
略
〕

改
正
道
路
交
通
法
（
附
則
）

一
一



〇
道
路
交
通
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
三
日

総
理
府
令
第
六
十
号

）

改
正

令
和
元
年
五
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
号

注

道
路
交
通
法
施
行
規
則
は
、
令
和
元
年
内
閣
府
令
第

五
号
に
よ
り
改
正
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
。（
改
正
に

係
る
部
分
を
収
録
。な
お
、様
式
（
次
頁
以
降
に
掲
載
）

の
各
頁
数
は
、
「
令
和
元
年
版
交
通
小
六
法
」
の
該
当

頁
。）

附

則
〔
令
和
元
年
五
月
二
四
日
内
閣
府
令
第
五
号
〕

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
道
路
交
通
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
三
日

総
理
府
令
第
六
十
号

）

改
正

令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
一
二
号

注

道
路
交
通
法
施
行
規
則
は
、
令
和
元
年
内
閣
府
令
第

一
二
号
に
よ
り
改
正
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
。

（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
の
三
か
ら
別
記
様
式
第
一
の
三
の
五
ま
で
、

別
記
様
式
第
三
か
ら
別
記
様
式
第
三
の
五
ま
で
、
別
記
様
式
第

四
、
別
記
様
式
第
四
の
三
、
別
記
様
式
第
五
、
別
記
様
式
第
五

の
四
、
別
記
様
式
第
六
、
別
記
様
式
第
九
、
別
記
様
式
第
九
の

二
、
別
記
様
式
第
十
二
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
の
五
ま
で
、
別

記
様
式
第
十
六
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
四
ま
で
、
別
記

様
式
第
十
九
の
三
の
八
、
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
九
、
別
記

様
式
第
十
九
の
四
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
の
六
ま
で
、
別
記
様

式
第
二
十
一
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
二
の
四
ま
で
、
別
記
様
式

第
二
十
二
の
六
、
別
記
様
式
第
二
十
二
の
八
か
ら
別
記
様
式
第

二
十
二
の
十
三
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
四
の
三
及
び
別
記
様

式
第
二
十
八
の
備
考
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
。

附

則
〔
令
和
元
年
六
月
二
一
日
内
閣
府
令
第
一
二
号

抄
〕

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
〔
中
略
〕
道
路
交
通
法
施
行
規

則
〔
中
略
〕
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ

の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
〔
中
略
〕
道
路
交
通
法
施
行
規
則

〔
中
略
〕
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な

お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

道
路
交
通
法
施
行
規
則

一
二



別記様式第三の九（第七条の九関係）

（平１６内閣令９７…本様式追加、令元内閣令５…本様式一部改正）

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
三
の
九
）

三
九
八



別
記
様
式
第
五
の
四
（
第
九
条
の
十
六
関
係
）

標
章
除
去
申
請
書

令
和

年
月

日

公
安
委
員
会
殿

住
所

申
請
者
氏
名

�

令
和

年
月

日
か
ら

令
和

年
月

日
ま
で

備
考
１
申
請
者
の
氏
名
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
代

表
者
の
氏
名
と
す
る
。

２
申
請
者
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
昭
５３
総
理
令
３７
…
本
様
式
追
加
、
平
元
総
理
令
４３
…
本
様
式
一
部
改
正
、

平
６
総
理
令
９
・
平
１１
総
理
令
１１
…
備
考
一
部
改
正
、
平
１６
内
閣
令
９７
・
令
元

内
閣
令
５
…
本
様
式
一
部
改
正
、
令
元
内
閣
令
１２
…
備
考
一
部
改
正
）

標
章
が
付
さ
れ
て
い
る
車

両
の
番
号
標
の
番
号

運
転
の
禁
止
の
期
間

申
請

の
理

由

別
記
様
式
第
五
の
三
（
第
九
条
の
十
五
関
係
）

備
考
１
色
彩
は
、
記
号
を
赤
色
、
文
字
及
び
わ
く
を
黒
色
、
地
を
白
色
と
す

る
。

２
図
示
の
長
さ
の
単
位
は
、
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
昭
５３
総
理
令
３７
…
本
様
式
追
加
、
平
元
総
理
令
４３
・
令
元
内
閣
令
５
…
本
様

式
一
部
改
正
）

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
五
の
三
・
様
式
五
の
四
）

四
〇
三



別記様式第十六（第二十条関係）

運転免許証記載事項変更届
年 月 日

公 安 委 員 会 殿
届出者氏名

公 安 委 員 会

第 号

令
和

普

通

仮

令
和
令
和
令
和

備考 １ 本籍・国籍等欄には、日本の国籍を有する者は本籍を、その他の者は国籍等を記
載すること。
２ 免許年月日・種類欄は、年月日を記載するほか、該当する年号及び現に受けてい
る免許の種類を表す略語を〇で囲むこと。
３ 公安委員会の管轄区域を異にしないで住所を変更した場合は、現に受けている免
許欄には交付公安委員会、交付年月日・番号及び免許証番号のみを記載すること。
４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
（昭４１総理令５１…本様式全部改正、昭４３総理令４９・昭４６総理令５３…本様式一部改正、昭
４８総理令１１…本様式全部改正、昭５０総理令１０…本様式一部改正・本則関係明記、平元総
理令４３・平６総理令１…本様式一部改正、平６総理令９…備考一部改正、平８総理令４１
・平１４内閣令３４・平１８内閣令４…本様式一部改正、平２５内閣令２…本様式一部改正・備
考一部改正、平２８内閣令４９・令元内閣令５…本様式一部改正、令元内閣令１２…備考一

部改正）

準
中
型
仮

平
成

平
成
平
成
平
成

中

型

仮

昭
和

昭
和
昭
和

年 月 日

大

型

仮

け

引

二

氏 名

氏 名

有効期間
の末日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

大

特

二

普

二

中

二

年 月 日

大

二

け

引

原

付

小

特

普

自

二

大

自

二

大

特

普

通

準

中

型

中

型

大

型

本 籍 ・ 国 籍 等

住 所

本 籍 ・ 国 籍 等

住 所

交 付 公 安 委 員 会

交 付 年 月 日 ・ 番 号

免 許 証 番 号

二・小・原

免 許 の 種 類

そ の 他

第 二 種 免 許

仮 免 許

免 許 の 条 件

第 一 種
免 許

第 一 種
免 許

新

旧

免
許
年
月
日
・
種
類

変
更
し
た
事
項

現

に

受

け

て

い

る

免

許

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
一
六
）

四
一
七



別記様式第十七（第二十一条関係）

備考 １ 氏名・生年月日、本籍・国籍等及び住所欄は、明瞭に、かい書で記載し、又は５号
活字で印字すること。
２ 本籍・国籍等欄には、日本の国籍を有する者は本籍を、その他の者は国籍等を記載
すること。
３ 免許年月日・種類欄は、年月日を記載するほか、該当する年号及び現に受けている
免許の種類を表す略語を〇で囲むこと。
４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
５ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
（昭４１総理令５１…本様式全部改正、昭４３総理令４９・昭４６総理令５３…本様式一部改正、昭
４８総理令１１…本様式全部改正、昭５０総理令１０…本様式一部改正・本則関係明記、平元総
理令４３…本様式一部改正、平６総理令１…本様式一部改正、平６総理令９…備考一部改
正、平８総理令４１…本様式一部改正、平１１総理令１１…本様式全部改正・備考一部改正、
平１４内閣令３４…本様式一部改正・備考一部改正、平１８内閣令４…本様式一部改正、平２５
内閣令２…本様式一部改正・備考一部改正、平２８内閣令４９・令元内閣令５…本様式一部
改正、令元内閣令１２…備考一部改正）

運転免許証再交付申請書
年 月 日

公 安 委 員 会 殿
年 月 日

第 号
令
和
普

通

仮
令
和
令
和
令
和

準
中
型
仮

平
成

平
成
平
成
平
成

中

型

仮

年 月 日

昭
和

昭
和
昭
和

大

型

仮

年 月 日

写 真

け

引

二

年 月 日

年 月 日

年 月 日

大

特

二

年 月 日
年 月 日まで有効

免許の条件等

普

二

有効期間
の末日

中

二

大

二

け

引

年 月 日

原

付

小

特

普

自

二

大

自

二

大

特

普

通

準

中

型

平成
令和

中

型

大

型

氏 名 ・ 生 年 月 日
本 籍 ・ 国 籍 等
住 所
再交付を申請する理由

交 付 公 安 委 員 会

交付年月日・番号

免 許 証 番 号

二・小・原

免 許 の 種 類

その他

第 二 種 免 許

仮 免 許

免 許 の 条 件

氏名・生年月日
本籍・国籍等
住 所
交 付

第一種
免 許

第一種
免 許

免
許
年
月
日
・
種
類

現

に

受

け

て

い

る

免

許

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
一
七
）

（この線から下には記載しないこと。）

９．０２．６

６
．２

１．０

四
一
八



別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
五
（
第
三
十
条
の
五
関
係
）

備
考
本
籍
欄
に
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
そ
の
他
の
者
は
国
籍
等

を
記
載
す
る
こ
と
。

（
平
６
総
理
令
１
…
本
様
式
追
加
、
平
６
総
理
令
４９
…
本
様
式
全
部
改
正
、
平
１４

内
閣
令
８３
…
本
様
式
一
部
改
正
、
平
１８
内
閣
令
４
…
備
考
追
加
、
平
２５
内
閣
令
２

…
備
考
一
部
改
正
、
令
元
内
閣
令
５
…
本
様
式
一
部
改
正
）

出
頭

命
令

書

道
路
交
通
法
第
１０４
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
な
た
に
下
記
の
と

お
り
出
頭
を
命
じ
ま
す
。

年
月

日
午
前後

時
分

年
月

日
午
前後

時
分�

第
号

平
・
令

年
月

日
公
安
委
員
会
交
付

職業
年

月
日
生
（

歳
）

命
令
日
時

出
頭
日
時

出
頭
場
所

命
令
者
の
所

属
、
階
級
及
び

氏
名

生
年

月
日

本
籍

住
所

免
許
証

氏
名

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
一
九
の
三
の
五
）

四
三
二



別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
六
（
第
三
十
条
の
七
関
係
）

免
許
証
保
管
証
（
番
号
）

年
月

日
午
前後

時
分

年
月

日
午
前後

時
分�

第
号

平
・
令

年
月

日
公
安
委
員
会
交
付

昭
・
平
・
令

年
月

日

昭
・
平
・
令

年
月

日

昭
・
平
・
令

年
月

日

け引二

大特二

普二

職業中二

年
月

日
生
（

歳
）大二

け引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

二
・
小
・
原

そ
の
他

第
二

種
免

許準中型

中型

大型

交
付
日
時

出
頭
日
時

出
頭
場
所

交
付
者
の
所
属
、

階
級
及
び
氏
名有無種類

生
年

月
日

本
籍

住
所

免
許
証

第
一
種

免
許

免
許
の

種
類

免
許
の

条
件

氏
名免許年月日

備
考
１
本
籍
欄
に
は
、
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
本
籍
を
、
そ
の
他
の
者

は
国
籍
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
免
許
の
種
類
欄
の
略
語
の
意
味
は
、別
表
第
２
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

３
免
許
の
種
類
欄
の
有
無
の
欄
に
は
、
現
に
受
け
て
い
る
免
許
の
種
類

を
表
す
略
語
の
上
部
に
「
１
」
を
、
そ
の
他
の
略
語
の
上
部
に
「
０
」

を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

４
用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
２５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
１２
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
す
る
。

（
平
６
総
理
令
１
…
本
様
式
追
加
、
平
６
総
理
令
４９
…
本
様
式
全
部
改

正
、
平
８
総
理
令
４１
・
平
１４
内
閣
令
８３
・
平
１８
内
閣
令
４
…
本
様
式
一

部
改
正
、
平
２５
内
閣
令
２
…
備
考
一
部
改
正
、
平
２８
内
閣
令
４９
・
令
元

内
閣
令
５
…
本
様
式
一
部
改
正
）

備
考

１
こ
の
保
管
証
の
有
効
期
間
は
、
あ
な
た
が
出
頭
日
時
と
し
て
指
定
さ
れ

た
日
時
（
あ
な
た
が
指
定
さ
れ
た
日
時
ま
で
に
指
定
さ
れ
た
場
所
に
出
頭

し
た
と
き
は
、
そ
の
出
頭
し
た
時
）
ま
で
の
間
と
な
り
ま
す
。

２
こ
の
保
管
証
は
、
有
効
期
間
中
は
運
転
免
許
証
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で

す
か
ら
、
運
転
す
る
と
き
は
、
必
ず
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

３
こ
の
保
管
証
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
警
察
官
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
一
九
の
三
の
六
）

四
三
三



別
記
様
式
第
十
九
の
四
（
第
三
十
一
条
の
四
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格

A
列
４
番
又
は
縦
２５
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
１２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
昭
４８
総
理
令
１１
…
本
様
式
追
加
、
昭
５０
総
理
令
１０
…
本
則
関
係
明
記
、
平
元

総
理
令
４３
…
本
様
式
一
部
改
正
、
平
６
総
理
令
９
…
備
考
一
部
改
正
、
令
元
内

閣
令
５
…
本
様
式
一
部
改
正
、
令
元
内
閣
令
１２
…
備
考
一
部
改
正
）

仮
運
転
免
許
取
消
し
処
分
通
知
書

下
記
の
理
由
に
よ
り
、
あ
な
た
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

令
和

年
月

日

公
安
委
員
会
�

第
号

平
・
令

年
月

日
公
安
委
員
会
交
付

住
所

氏
名

免
許
証
の
番
号

免
許
の
種
類

理
由

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
一
九
の
四
）

四
三
八



��������������������������������������������
��������������������������������������������

別記様式第二十三（第三十八条の六関係）

免 許 証 保 管 証 （番号）

令和 年 月 日 午前後 時 分

�

出 頭

場
所

備考

１ この保管証は、有効

期間中は運転免許証と

みなされるものですか

ら、運転するときは、

必ず携帯していなけれ

ばなりません。

２ 運転免許証は、あな

たが指定された日時及

び場所に出頭したとき

に、この保管証と引換

えに返還します。

備考 １ 本籍欄には、日本の国籍を有する者は本籍を、その他の者は国籍等を記載すること。

２ 免許の種類欄の略語の意味は、別表第２に定めるとおりとする。

３ 免許の種類欄の有無の欄には、現に受けている免許の種類を表す略語の上部に「１」

を、その他の略語の上部に「０」をそれぞれ記載すること。

（昭４３総理令２７…本様式全部改正、昭４３総理令４９・昭４６総理令５３…本様式一部改正、昭

５０総理令１０…本則関係明記・本様式一部改正、平元総理令４３…本様式一部改正、平６総

理令１…本様式全部改正、平８総理令４１・平１４内閣令８３・平１８内閣令４…本様式一部改

正、平２５内閣令２…備考一部改正、平２８内閣令４９・令元内閣令５…本様式一部改正）

日 時

第 号

平・令 年 月 日 公安委員会交付

令和 年 月 日

昭・平・令 年 月 日

昭・平・令 年 月 日

昭・平・令 年 月 日

け
引
二

職
業

大
特
二

普

二

年 月 日生（ 歳）

中

二

大

二

け

引

原

付

小

特

普
自
二

大
自
二

大

特

普

通

準
中
型

中

型

大

型

有無

種

類

有 効 期 限

二・小・原

そ の 他

第 二 種 免 許

免 許 の 種 類

免 許 の 条 件

交 付 日 時

交付者の所属、
階級及び氏名

生年月日

本 籍

住 所

免 許 証

第一種
免 許

氏名

免
許
年
月
日

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
三
）

四
六
四



別記様式第二十五（第四十条関係）

備考 １ 下部の空白の部分には、別記様式第２３の下部を記載する。

２ 用紙の大きさは、縦２５センチメートル、横１２センチメートルとする。

（昭４３総理令６…本様式追加、昭４３総理令２７・昭４５総理令２８…本様式一部改正、昭５０総

理令１０…本則関係明記、平元総理令４３・平２総理令５１…本様式一部改正、平１０総理令２

…本様式一部改正、平１４内閣令８３・令元内閣令５…本様式一部改正）

交 通 反 則 告 知 書 （番号）

令和 年 月 日午前後 時 分

�

�
出 頭

場
所

裏
面
記
載
の
と
お
り
。

免 許 証
保 管
有 ・ 無

�反則金相当額

円

道路交通法第１２６条の規定により上記のとおり告知します。

日時

月

日

午
後前

時

第 号

平・令 年 月 日 公 安 委 員 会 交 付

住
所 電

登録（車両）番号 号

令和 年 月 日午前後 時 分ごろ

職
業

反則行為の種類

続
柄

年 月 日生（ 歳）

職
業

氏
名 （ 歳）

車両等の種類（〇印のもの）

大型車 普通車 二輪車
けん

原付車 重被牽引車

生年月日

本 籍

住 所

免 許 証

保 護 者
又 は
勤 務 先

�
反則車両

�
反則日時

�
反則場所

�
反則行為の種別

告 知 日 時

告知者の所属、
階級等及び氏名

�
反則者

氏 名

少

男・女

	
反則
事項・
罰条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
五
）

四
七
〇



（裏）

交通反則通告制度に関する説明

仮納付の期限、場所、方法及び公示通告の場所

出頭場所

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
五
）

四
七
一



別記様式第二十六（第四十一条関係）

備考 用紙の大きさは、縦２５センチメートル、横１２センチメートルとする。
（昭４３総理令６…本様式追加、昭４５総理令２８…本様式一部改正、昭５０総理令１０…本則関係明
記、平元総理令４３・平２総理令５１…本様式一部改正、平１０総理令２…本様式一部改正、平１４
内閣令８３・令元内閣令５…本様式一部改正）

交 通 反 則 通 告 書（告知書番号）

令和 年 月 日

�
納付

場

所

別
添
納
付
書
記
載
の
と
お
り
。

� 反 則 金 額

円

円

令和 年 月 日

令和 年 月 日

上記���	�の理由により道路交通法第１２７条第 １ 項
（第２項後段）の規定に基づき


の金額の納付を通告します。

警察本部長
（警視総監）
（方面本部長）

印

方

法

別
添
納
付
書
に
よ
る
こ
と
。

第 号

平・令 年 月 日 公安委員会交付

住
所 電

登録（車両）番号 号

令和 年 月 日午前後 時 分ごろ

反則行為の種類

職
業

続
柄

年 月 日生（ 歳）

職
業

氏
名 （ 歳）

車両等の種類（〇印のもの）

大型車 普通車 二輪車
けん

原付車 重被牽引車

�
反則行為の種別



納付すべき金額
�
納 付 期 限
�
通 告 年 月 日

生年月日

本 籍

住 所

免 許 証

保 護 者
又 は
勤 務 先

�
反則車両

�
反則日時

�
反則場所

告 知 年 月 日

告知者の所属、
階級等及び氏名

�
反則者

氏 名

少

男・女

	
反則
事項・
罰条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
六
）

四
七
二



別記様式第二十七（第四十二条関係）

備考 用紙の大きさは、縦１７センチメートル、横１２センチメートルとする。

（昭４３総理令６…本様式追加、昭５０総理令１０…本則関係明記、平元総理令４３・令元内閣令

５…本様式一部改正）

交 通 反 則 告 知 是 正 通 知 書

上記のとおり道路交通法第１２７条第２項前段の規定により通知します。

令和 年 月 日

警察本部長

（ 警 視 総 監 ）

（方面本部長）

印

�
氏 名

�
生年月日及び住所

�
告知書の番号及び

告 知 年 月 日

�
通 知 内 容

	
通 知 理 由

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
七
）

四
七
三



別
記
様
式
第
二
十
八
（
第
四
十
三
条
関
係
）

○ 交
納
付
書
・
領
収
証
書

国
庫
金

（
番

号
）

内
閣
府
主
管

（
番
号

）

（
取
扱
庁
名
（
番

号
））

円

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま

し
た
。（
領
収
日
付
印
）

十
百

千

一
般
会
計

万

現
金
納
付

有
価
証
券
又
は
収

入
印
紙
に
よ
る
納

付
は
で
き
ま
せ

ん
。

金
額

住
所

氏
名

殿

日
本
銀
行
本
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店

令
和

年
月

日
限
り

納
付
期
限
後
に
納
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

納
付
場
所

納
付
期
限

（
注
意
）

１
金
額
欄
の
数
字
の
訂
正
は
で
き
ま

せ
ん
。

２
こ
の
納
付
書
は
３
枚
１
組
と
な
っ

て
い
ま
す
か
ら
３
枚
と
も
納
付
場
所

に
提
出
し
て
下
さ
い
。

指

令
和

年
月

日

本
仮

納
付
区
分

告
知

通
告

指
示

第一片

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
八
）

（
（

四
七
四



（
番

号
）

内
閣
府
主
管

（
番
号

）

（
取
扱
庁
名
（
番

号
））

円

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま

し
た
。（
領
収
日
付
印
）

十
百

千

一
般
会
計

万

（
年

度
）

金
額

○ 交
領
収
控

国
庫
金

住
所

氏
名

殿

日
本
銀
行
本
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店

令
和

年
月

日
限
り

納
付
場
所

納
付
期
限

第二片
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
八
）

四
七
五



（
番

号
）

内
閣
府
主
管

（
番
号

）

（
取
扱
庁
名
（
番

号
））

円

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま

し
た
。（
領
収
日
付
印
）

（宛先）

（
歳
入
徴
収
官
又
は
歳
入
徴
収
官
代
理
官
職
氏
名
並
び
に
所
属
庁
名
及
び
所
在
地
）

十
百

千

一
般
会
計

万

（
年

度
）

金
額

○ 交
領
収
済
通
知
書

国
庫
金

住
所

氏
名

殿

日
本
銀
行
本
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理
店

令
和

年
月

日
限
り

納
付
場
所

納
付
期
限

納
付
者
通
知
票

（
番
号
）

令
和

年
月

日円

令
和

年
月

日

令
和

年
月

日

指

令
和

年
月

日

十

本 百
千

仮 万

通
知

金
額

納
付
期
限

領
収

納
付
区
分

告
知

通
告

指
示

第三片
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
八
）

四
七
六



備
考

１
各
片
は
、
左
端
を
の
り
付
け
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
接
続
す
る
も
の
と
す
る
。

２
各
片
に
共
通
す
る
事
項
（
あ
ら
か
じ
め
印
刷
す
る
事
項
を
除
く
。）
は
、
複
写
に
よ
り
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
１
片
の
「
○ 交
」
を
赤
色
と
し
、「
納
付
期
限
」
欄
及
び
「
現
金
納
付
」
を
赤
枠
で
囲
み
、「
現
金
納
付
」
を
太
字
体
と
す
る
。

４
「
納
付
区
分
」
欄
の
「
仮
」
は
告
知
す
る
場
合
に
、「
本
」
は
通
告
す
る
場
合
に
、「
指
」
は
家
庭
裁
判
所
の
指
示
を
受
け
た
者
に
交
付
す
る
場

合
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
で
囲
む
も
の
と
す
る
。

５
納
付
書
を
再
発
行
す
る
と
き
は
、
各
片
上
欄
左
肩
に

再
○
○
（
〇
〇
は
警
察
署
名
等
）
を
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

６
各
片
の
右
最
上
欄
の
番
号
及
び
第
３
片
の
納
付
者
通
知
票
の
番
号
は
、
告
知
書
の
番
号
（
指
示
に
係
る
納
付
の
場
合
に
あ
つ
て
は
指
示
書
の
番

号
）
と
同
一
と
す
る
。

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
各
片
と
も
、
お
お
む
ね
縦
９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
２１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

８
日
本
産
業
規
格

X００１２
（
情
報
処
理
用
語
（
デ
ー
タ
媒
体
、
記
憶
装
置
及
び
関
連
装
置
））
に
規
定
す
る
非
衝
撃
式
印
字
装
置
に
よ
り
印
字
す

る
と
き
は
、
１
及
び
２
に
か
か
わ
ら
ず
、
左
か
ら
納
付
書
・
領
収
証
書
、
領
収
控
及
び
領
収
済
通
知
書
の
順
に
連
続
し
て
接
続
し
た
各
片
に
共
通

す
る
事
項
を
印
字
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
７
に
か
か
わ
ら
ず
、
３
片
を
連
続
し
て
接
続
し
た
用
紙
の
大
き
さ
は
、

お
お
む
ね
縦
１１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
２３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

９
上
記
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
（
昭
和
２７
年
大
蔵
省
令
第
１４１
号
）
別
紙
第
４
号
書
式
の
備
考
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
昭
４３
総
理
令
６
…
本
様
式
追
加
、
昭
４５
総
理
令
２８
・
昭
４７
総
理
令
５５
…
本
様
式
一
部
改
正
、
昭
５０
総
理
令
１０
…
本
様
式
一
部
改
正
・
本
則
関
係

明
記
、
昭
５８
総
理
令
１８
・
昭
６０
総
理
令
３５
・
昭
６１
総
理
令
５０
・
平
元
総
理
令
４３
・
平
１２
総
理
令
８９
…
本
様
式
一
部
改
正
・
平
１５
内
閣
令
９
・
平
２６

内
閣
令
２１
…
本
様
式
全
部
改
正
・
平
２７
内
閣
令
５
・
令
元
内
閣
令
５
…
本
様
式
一
部
改
正
、
令
元
内
閣
令
１２
…
備
考
一
部
改
正
）

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
八
）

四
七
七
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別記様式第二十九（第四十四条関係）

（昭４３総理令６…本様式追加、昭５０総理令１０…本則関係明記、平元総理令４３・令元内閣令５…

本様式一部改正）

交 通 反 則 公 示 通 告 書

１ 反則者

下記の告知年月日に下記の告知書番号の告知書により告知を受けた者

２ 通告内容

通知書�記載の金額の反則金の納付
３ 通告理由

� 反則行為となるべき事実

告知書���	記載のとおり。
� 反則行為の種別

告知書�記載のとおり。
上記のとおり道路交通法第１２７条第１項前段及び第１２９条第２項の規定により通告

します。

なお、この通告を受けた者は、道路交通法第１２９条第３項の規定に基づき、この

通告によつて反則金を納付した者とみなされます。

令和 年 月 日

警察本部長
（ 警 視 総 監 ）
（方面本部長）

印

告 知 書 番 号告 知 年 月 日告 知 書 番 号告 知 年 月 日

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
様
式
二
九
）

四
七
八


